
日時

（受付時間 ９：００～１６：００ 土日は除く）

場所 宮城県行政庁舎１３階 循環型社会推進課
（仙台市青葉区本町３－８－１）

★１０月３０日（金）のみ宮城県行政庁舎1階玄関ホールで実施します

 賞味期限が明記され、令和2年11月30日以降であるもの
（米については令和元年産又は令和２年産であることが分かるもの）

 常温保存可能なもの
 未開封のもの
 包装や外装が破損していないもの
 生鮮食品以外のもの（米、豆類を除く）
 アルコール飲料以外のもの
 日本語表記されているもの

【主催】宮城県 【共催】フードバンク仙台

お問合せ先 宮城県環境生活部循環型社会推進課 ☎ 022-211-2649

その他カップ麺、乾麺など
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「もったいない」を「ありがとう」へ

寄贈していただいた食品は、
フードバンク仙台を通じて
必要としている方にお届け
します。

寄贈していただく食品は次の条件を満たす食品とさせていただきます。

日本では、まだ食べられるにもかかわらず捨てられている食品ロスが年間６１２万トン
発生しています。※

10月30日はみやぎ県民食べきりの日！

※平成２９年度推計

一度に5kg以上お持ち込みいただく場合は、事前に下記お問合せ先にご連絡ください。
必要に応じてご自宅などまで取りに伺います。

米缶詰 レトルト食品

リサイクル推進班まで
お声掛けください



■今回のフードドライブに御協力いただいているフードバンク団体

家庭・企業・
農家など

フードバンク 福祉施設・
団体など

団体名称 所在地 電話番号 団体ホームページ

一般社団法人
フードバンクいしのまき

石巻市 0225-98-5996 http://foodbank-i.com/

特定非営利活動法人
いのちのパン

多賀城市 022-362-7468 http://www.breadoflife.jp/

コープフードバンク
（企業からのみ受入）

富谷市 022-779-1556 https://www.tohoku.coop/food
bank/

特定非営利活動法人
ふうどばんく東北AGAIN

富谷市 022-779-7150 https://www.foodbank.or.jp/

■その他のフードバンク団体（東北農政局が公表している団体のみ掲載）
東北農政局Webページ： https://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/syokuri/tohokufuudo.html

寄付者 受贈者

宮城県内のフードバンク団体の紹介

賞味期限内でまだ食ベられるにも関わらず捨てられてしまう食品を個人や企業
から寄付していただき、食の支援を必要としている方々に配ることで生活支援
を図る活動です。また、食品を学校や職場などに持ち寄り、フードバンクなど
に寄付をする活動をフードドライブといいます。

フードバンクとは
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賞味期限内で余っている食品があれば
フードバンクへの寄付を考えてみましょう

★受入れている食品は各団体で異なる可能性がありますので、
事前に各団体に問い合わせをしてください。

団体名称 所在地 電話番号 団体ホームページ

フードバンク仙台 仙台市 070-8366-3362 https://blog.canpan.info/foodbank
sendai/


